
　　　　第１表 消費者教育のめざす目標体系シート　（幼児期　～　高齢期）　　－ライフステージに応じた消費者の行動目標―

高齢期

備考：　①本体系シートは、消費者教育の全体像、消費者の権利との関係が見通せるように、ライフステージに応じて消費者教育のめざす目標を示したものです。 注：ライフステージごとの目標の枠の色について
　　　　　②消費者教育では、消費生活に関わる実践力を身につける必要があることから、「～できる」といった実践的な目標を掲げています。　 　　　□（桃色）は高度情報通信社会の進展に関連する目標を示す。

　　　　　③ライフステージに応じて、「身の回り品」「日用の商品」「日常および社会生活の中で利用する商品」などとしているのは、消費者としての発達、消費生活で接する商品の広がりを踏まえて表現したものです。 　　　□（黄緑色）は環境の保全に関連する目標を示す。

　　　　　④高齢期を四角で囲っているのは、成人期でも特に高齢者に対して設けた目標を示しているためです。 　　　□（オレンジ色）は知的財産権の保護に関連する目標を示す。
参考：　　『消費者教育体系化のための調査研究報告書』（財団法人　消費者教育支援センター、平成１８年３月）　「消費者教育の体系シート　－ライフステージに応じた領域別目標－」

成人期

消費基本行動　
　　　　消費者
　　　　教育の
　　　　体系化
　　　　の軸

　

ライフステージ

幼児期

児童期
（小学生）

少年期
（中学・高校生）

①消費生活に関連する社会経済の動向や消費者問題について
の情報を収集するとともに、豊かな消費生活の実現及び消費者
被害の未然防止に向けて、行政や事業者に自らの意見の発信等
を行うことによって、自ら対応したり、協力して必要な取り組みが
できる。

②家計に関係の深い市場経済などの動向について把握するとと
もに、自らの家計を適切に管理し、合理的な生活設計やお金の使
い方ができる。大震災など非常時に備えた準備や対応に、平素か
ら検討し、取り組むことができる。

③契約の意味・内容や契約上の権利と義務を理解し、契約を誠
実に履行できる。安心して契約･取引ができる社会を目指し、協力
して必要な取り組みができる。

環境及び社会的影響の理解

①商品による事故・危害にあったときに、
消費者自らが被害の回復を図るよう適切
な対処ができる。

②契約トラブルにあったときに、消費者自
らが被害の回復を図るよう適切な対処が
できる。

安全確保 商品情報の理解 選　　択 被害救済

①商品の安全性に関する情報を確認し、
生命・健康への影響に配慮して、商品を
選択・利用できる。安全に暮らせる社会を
目指し、消費者の安全を確保するために
協力して取り組むことができる。

②個人情報を適切に管理し、自他の権利
や利益に配慮して情報通信を適切に活
用できる。

①品質や価格、環境に関する表示・マー
ク、事業者から提供される商品情報につ
いて理解し、購入・使用・廃棄の各段階で
活用できる。情報通信の利便性を広く日
常生活の中で理解し、商品情報の収集に
おいて情報通信を適切に活用できる。

②知的財産権に配慮して、他人の創作物
などを利用できる。

①商品・サービスの購入に当たっては、
自己の必要性を満たすために、適切に判
断し、合理的な選択ができる。

②商品の購入段階において、環境や社
会への影響を考慮することができる。

①商品を大切に使用するとともに、廃棄段階においては、環境に
及ぼす影響を認識し、適切な対処ができる。持続可能な社会を目
指し、消費生活にかかわる環境保全の取り組みに協力して取り組
むことができる。

②情報通信技術の社会的な役割を理解し、自他の権利や利益に
配慮して、適切に活用することができる。

③大震災など非常時において、社会的影響に配慮した冷静な消
費行動をとることができる。

①安全な物を選んで
正しく使えるように、
身近な人に聞くことが
できる.。

                       　　     ●消費者教育の理念　：　主体的、社会的な消費行動がとれる「自立した消費者」をめざして

　　　目標①　自ら進んで必要な知識を習得し、必要な情報を収集する等、自らの消費生活を豊かにするため、自主的かつ合理的に行動できる消費者の育成
　　　目標②　消費行動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献できる消費者の育成

①商品を安全に扱う
ための基本的なきま
りを守ることができ
る。

①身の周りの商品の品質
や安全、環境に関する
マークに気付くことができ

①安全な商品を選び適
切な取り扱いができ
る。
また、商品の安全性、
消費者の安全を確保
するための取り組みを
知り、法律や制度に関
心をもつことができる。

①日常および社会生
活の中で利用する商
品の安全性に関する
情報を集めることによ
り、安全な商品を選ん
で使うことができる。

①安全な商品が供給
されるように社会に働
きかけていくことがで
きる。

②自らの年金や資産
の状況を把握して、家
計運営に活かすこと
ができる。

②非常時において一
定の消費生活が維持
できるよう、身近な人
の協力を得られるよう
にするなど、心身の状
況に応じた準備をして
おくことができる。

①心身の状況に応じて、
情報通信を活用して商品
の購入等ができる。

①心身の状況に応じ
て、安全な商品を選ん
で使うことができる。

①心身の状況に配慮
した安全な商品を提
供する取り組みに協
力できる。

②家計の支払い能力や
将来の生活を考えて、
貯蓄や保険、クレジット
（ローン）を適切に利用
することができる。
　
②社会経済の変動を理
解しながら、消費者とし
ての役割を考えること
ができる。

②非常時において一定
の消費生活が維持でき
るよう、防災用品などの
準備や情報収集･連絡
手段について検討し準
備することができる。

①情報通信の利便性を広く日
常生活のなかで理解し、情報
の収集、商品の購入、契約、
取引などの際に、情報通信を
適切に活用できる。

①情報通信の利便性を理
解し、情報の収集などの
際に情報通信を適切に活
用できる。

①情報の収集の際に情報
通信を適切に活用できる。

①欲しいものを手に
入れたり、やりたいこ
とをするときに、よく考
えることができる。

②小遣いを家族と相談して計画
的に使うことができる。
②商品の価格に変動があること
に気づく。
②大規模災害に備え、水や食料
などを備蓄する必要性に気付く。

③契約する際に、契
約の内容をよく確認し
た上で契約すること
ができる。

②家計や将来の生活を考えて、
買い物の購入計画を立てたり、貯
蓄などを有効に活用できる。
②商品の価格に着目して、市場
経済の動きを関心をもってみるこ
とができる。
②大規模災害に備え、水や食料
などの備蓄の必要性を理解する。

①身の回りの商品を
買う時に、必要性を考
えたうえで、価格や品
質を比較することがで
きる。

①日用の商品を買う
時に、必要性や価
格・品質などを比較
検討して選択できる。

①自己の必要性や
所得、商品の品質を
考慮し、選択肢の費
用と効果を検討し
て、商品やサービス
を選択することがで
きる。

①自己の判断・選択で
の不安に備えて身近
な人の協力が得られ
るようにしておくことが
できる。

①身近な人に、怪我や
痛みを伝えることがで
きる。

①身の回りの商品の
被害を身近な人に説
明できる。

①日用の商品による
事故･危害に応じた相
談機関を利用すること
ができる。

①日用の商品を買うとき
に、安全、環境に関する
マークや品質表示などの
意味を理解できる。

②先のことを考えてが
まんをすることができ
る。
②お金と物とを交換す
る約束事があることが
理解できる。

①商品の欠陥等で
事故･危害にあったと
きに、被害救済の制
度・機関を活用でき
る。

①商品による事故・危
害を、身近な人に相談
できる。

①身近にあるものの使い方や捨て方につ
いて、身近な人から教わったり聞いたりす
ることができる。
①保護者と一緒に環境保全に関わる地域
の活動などに参加できる。

①自分の消費生活が環境に影響を及ぼ
すことに気づき、身の回りの商品の使用・
廃棄について適切な対処ができる。
①身の回りで取り組まれている環境保全
活動の方法を話し合ったり参加したりする
ことができる。

①消費生活が環境に及ぼす影響
を理解し、日用の商品の使用・廃
棄について、適切な対処ができ
る。

①国内や国際的・地球規模の環
境問題と消費生活との関連に関
心をもち、それらに関わる環境保
全活動に参加･協力できる。

①日常及び社会生活
の中で利用する物の
使用･廃棄について、
適切な対処ができる。

①次世代へのつなが
りを考慮し、環境問題
に対する社会的な取
り組みの活動に参加・
協力できる。

①商品の使用・廃棄段
階に関わり、環境への
影響に配慮して新しく
制定された社会的な
ルールなどを理解し、
商品の使用・廃棄につ
いて適切な対処ができ
る。

①環境保全に関する
生活上の知恵や工夫
を次世代に伝えること
ができる。

②知らない人には自
分や家族の情報を話
さないようにすること
ができる。

②情報通信を活用す
る際に、自分や身近
な人の情報を大切に
するなどの配慮がで
きる。

②情報通信を使っ
て、情報の収集･発信
の際に起こる問題や
解決方法を理解し、
自他の個人情報を適
切に管理できる。

②情報通信を
コミュニケー
ションの方法
として活用す
る際の問題点
を理解し、適
切に使用でき
る。

②情報通信の活用に
よる社会への影響を
プラス面・マイナス面
の双方から理解し、自
他の権利や利益に配
慮して、情報通信を適
切に活用できる。

②安心して情報通信
が利用できるように、
社会に働きかけていく
ことができる。

②心身の状況に応じ
て、自他の権利や利
益に配慮して情報通
信を適切に活用でき
る。

②心身の状況に応じ
て、個人情報を守り、
情報通信を適切に活
用できる。

②個人情報などの流
出による被害や社会
的責任を自覚し、自
他の個人情報などを
適切に管理すること
ができる。

③約束や決まり事を
守る習慣が身につく。

②独創性や人の
アイデアを尊重す
ることができる。

③契約の意味と
基本的なルール
や仕組み（契約
当事者としての
権利と義務等）を
理解し、適切な消
費行動ができる。

③契約の意味と基本的
なルールや法律・制度
等（契約当事者としての
権利と義務等）を理解
し、契約の内容を十分
確認した上で契約がで
きるとともに、契約した
ことを誠実に履行する
ことができる。

③安心して契約・取引
できる社会を目指し、協
力して必要な取り組み
ができる。

①身近にある環境マーク
などに興味や関心を持っ
たり、身近な人に情報を
聞くことができる。

①自分の周囲の商品に
ついて、品質、安全、環
境に関する新たなマーク
や表示等に関心を持ち、
商品の選択に利用するこ
とができる。

①リスクとリターンを考
慮して、金融商品を選
ぶことができる。

②身の回りの物に関す
る不安や心配ごとを身
近な人に伝えることが
できる。

②身の回りの商品の
購入で不安になったと
きは、身近な人に説
明し、解決方法を相
談できる。

②契約・取引での心
配や不安があるとき
に、身近な人に相談し
たり、高齢者支援のた
めの制度や組織を利
用できる。

③約束や社会の
きまりを守ること
ができる。

②自分や友人の
作品を大切に扱
うことができる。

②知的財産権
を守った商品を
購入することに
より,正規商品
の提供者を支
持し、不正商品
を市場から排除
する取り組みに
協力できる。

②作品や商品に
は知的財産権が
あり、法律で保護
されていることを
理解し、知的財産
権に配慮して他人
の創作物などを利
用できる。

②これまでの経
験・知恵を知的財
産として活かすこ
とができる。

①マスコミのニュース
等から消費者問題の
発生を認識したり、
身近な人とくらしのこ
とを話すことができ
る。

①身近な消費生活を
中心に経済活動の意
義や消費者問題発
生の仕組みを理解す
るとともに、消費者と
しての適切な行動に
ついて身近な人と情
報を共有することが
できる。

①消費生活に関連す
る社会経済の動向や
消費者問題について
の情報を収集するとと
もに、その前提となる
社会経済の仕組みを
理解する。

①豊かな消費生活の
実現及び消費者被害
の未然防止のための
情報収集や、行政や
事業者に自らの意見
の発信等を行うことに
よって、自ら対応した
り、協力して必要な取
り組みができる。

①心身の状況に応じ
て、消費者問題や健
康に生活するための
情報を収集し、対応策
をとることができる。

①生活全般にわたり、
困ったことや疑問に
思ったことを身近な人
に話すことができる。

①身近なくらしの問
題について、保護者
などから教わったり
話を聞いたりすること
ができる。

（①消費者問題）　　　　　　　　（②家計経営）　　　　　　　　（③契約） （①商品の安全）　　　　　　（②情報リスク対応） （①表示・マーク、情報）　　　　　（②知的財産権） （①ニーズに合った選択）　（②環境に配慮した選択） （①製品事故）　　　　　　　　　　（②契約トラブル） （①環境）　　　　　　　　　　　（②ネットの社会的影響）　　　　（③非常時の消費行動）

②日常生活において、著作権、
商標権などに配慮し、知的財産
権を適切に利用できるようにす
る。
　パソコンなどの情報通信の利
用では、知的財産権を侵害しな
いようにすることができる。

③非常時に生じる生活
の変化について、保護者
などから教わったり話を
聞いたりすることができ
る。

③非常時における
初動の動作を学ぶ
など、自分でできる
対応を考え、行動で
きるようにしておく。

③非常時における消
費生活上の課題を
理解し、初動動作や
その後の消費行動
について、検討した
り、行動できるよう準
備をすることができ
る。

③非常時において、
消費生活上の課題や
解決方法などを理解
し、消費生活を含め
社会的な秩序を守る
ための行動につい
て、検討し準備をする
ことができる。

③平素から、冷静な
消費行動に心がける
とともに、地域などで
助け合えるようなコ
ミュニティづくりに参
加することができる。

③非常時において
冷静な消費行動が
とれるよう、心身の
状況に応じた準備を
しておくことができ
る。

①日常および社会生活の中
で利用する商品の品質、安
全、環境に関するマークや
表示等に関心を持ち、その
意味を理解できる。

②身の回りの商品の
環境に関するマーク
や表示を理解し、環
境に配慮した商品を
選ぶことができる。

②日用の商品の環境
に関するマークや表
示を理解し、環境に
配慮した商品を選ぶ
ことができる。

②日常および社会生
活の中で利用する商
品の環境に関する
マークや表示を理解
し、環境に配慮した商
品を選ぶことができ
る。

②環境に関する新た
なマークや表示に関
心をもち、商品の選
択に利用することが
できる。

②契約・取引のトラブ
ルにあったときに、身
近な人や相談機関に
相談するとともに、消
費者のための法律制
度を活用することがで
きる。

②契約・取引のトラブ
ルが生じたときに、
消費者のための法
律・制度を活用した
り、相談機関への相
談、事業者との交渉
など、自ら解決に向
けた対処ができる。

②情報通信
の使用にお
いてもマ
ナーがある
ことを知る。



　　第２表 消費者教育の体系シート①　（幼児期　～　少年期　）　　－ライフステージに応じた領域別学習内容―
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備考：　本カリキュラムシートは、幼少期、児童期、少年期の方が、消費者教育を受けるとき全体像を見渡せるよう、分野ごとに学習項目を示したものです。 注：表中の四角の枠の色について
参考資料：　『教員・講師のための消費者教育ティーチングガイド』（平成２０年３月発行、制作：財団法人消費者教育支援センター　／　著作：内閣府国民生活局）　 　　　□（桃色）は高度情報通信社会の進展に関連する項目を示す。

　　　□（黄緑色）は環境の保全に関連する項目を示す。

　　　□（オレンジ色）は知的財産権の保護に関連する項目を示す。

環境及び社会的影響の理解

①商品による事故・危害にあったときに、消費者
自らが被害の回復を図るよう適切な対処ができ
る。

②契約トラブルにあったときに、消費者自らが被
害の回復を図るよう適切な対処ができる。

安全確保 商品情報の理解 選択 被害救済

①商品の安全性に関する情報を確認し、生命・健
康への影響に配慮して、商品を選択・利用でき
る。安全に暮らせる社会を目指し、消費者の安全
を確保するために協力して取り組むことができる。

②個人情報を適切に管理し、自他の権利や利益
に配慮して情報通信を適切に活用できる。

①品質や価格、環境に関する表示・マーク、事業
者から提供される商品情報について理解し、購
入・使用・廃棄の各段階で活用できる。情報通信
の利便性を広く日常生活の中で理解し、商品情報
の収集において情報通信を適切に活用できる。

②知的財産権に配慮して、他人の創作物などを
利用できる。

①商品・サービスの購入に当たっては、自己の必
要性を満たすために、適切に判断し、合理的な選
択ができる。

②商品の購入段階において、環境や社会への影
響を考慮することができる。

①商品を大切に使用するとともに、廃棄段階において
は、環境に及ぼす影響を認識し、適切な対処ができる。
持続可能な社会を目指し、消費生活にかかわる環境保
全の取り組みに協力して取り組むことができる。

②情報通信技術の社会的な役割を理解し、自他の権利
や利益に配慮して、適切に活用することができる。

③大震災など非常時において、社会的影響に配慮した
冷静な消費行動をとることができる。

少
年
期

（
中
学
・
高
校
生

）

消費基本行動　
　　消費者
　　教育の
　　体系化
　　の軸

　

ライフ
ステージ
・領域

①消費生活に関連する社会経済の動向や消費者問題についての
情報を収集するとともに、豊かな消費生活の実現及び消費者被害
の未然防止に向けて、行政や事業者に自らの意見の発信等を行う
ことによって、自ら対応したり、協力して必要な取り組みができる。

②家計に関係の深い市場経済などの動向について把握するととも
に、自らの家計を適切に管理し、合理的な生活設計やお金の使い
方ができる。大震災など非常時に備えた準備や対応に、平素から検
討し、取り組むことができる。

③契約の意味・内容や契約上の権利と義務を理解し、契約を誠実
に履行できる。安心して契約･取引ができる社会を目指し、協力して
必要な取り組みができる。

児
童
期

（
小
学
生

）

食材の安全な調
理方法（野菜の
洗い方など）

                  　　         ●消費者教育の理念　：　主体的、社会的な消費行動がとれる「自立した消費者」をめざして
　　　目標①　自ら進んで必要な知識を習得し、必要な情報を収集する等、自らの消費生活を豊かにするため、自主的かつ合理的に行動できる消費者の育成
　　　目標②　消費行動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献できる消費者の育成

刃物、火器・家電
製品などについて
正確で適切な使
用法を理解・習
熟・活用

衣服の取扱絵表
示、品質表示

本やCDに著作権があること
に気付く。教科書に掲載され
ている作品が、教育上の配慮
により、複製の自由が保障さ
れていることを理解する。

預
貯
金
や
ロ
ー

ン

、
保
険
の
機
能

、
株
式
等

の
商
品
特
性
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
す
る

。

（
ﾊ
ｲ
ﾘ
ｽ
ｸ
・
ﾊ
ｲ
ﾘ
ﾀｰ

ﾝ

）

プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー

ド
な
ど

、
商
品
の
買
い

方
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
る
こ
と
を
理

解
す
る

。

商品そのものに潜
在的な危険性があ
ることを認識する。

消費者の相談窓口
として、生活情報セ
ンターがあることを
知り、その機能を
理解する。

IT関連マーク

消費者被害に
あった時、相
談窓口でアド
バイスを受
け、トラブル対
処ができる。

【相談先】
・生活情報セ
ンター
・企業の相談
窓口
・PLセンター
への相談
・緊急のとき
は、警察、消
防

都市生活型公害（大気汚染、
生活騒音、生活排水、ごみ問
題）

携帯電話の基本的な
マナー
（チェーンメールなど）

意思疎通手段として、電子
メールが適切な手段か、総
合的に判断する。

携帯電話の正し
い使い方
（個人情報の適
切な取扱い）

商
品
購
入
時
に

、

「
本
来
の
必
要
性

」
を
考
え

る

。
（
必
要
な
も
の
以
外
買
わ
な
い

、
将
来
の
た
め

に
貯
め
る

）

食品表示（消費期
限、賞味期限）

安全や品質に関
するﾏｰｸ（JISマー
ク、SGマーク、
PSEマーク）

生活のトラブルで身
近な大人に相談す
る習慣や、安全性
に問題がある商品
を購入・摂取した場
合に、対象商品や
身体の状況などを
説明する力を身に
つける。

ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ

情報機器を用
いて、著作権等
に違反した行為
を行っていない
か確認。

ポ
イ
ン
ト
カ
ー

ド
の
作
成
時
に
サ
ー

ビ
ス

の
ル
ー

ル
を
確
認
す
る

。

廃品回収や清掃活動への
参加

商品購入時に、品
質、機能、価格、
アフターサービス、
環境への配慮など
について情報を収
集・整理し、比較し
て選択することが
できる。

地域の生産・販
売（減農薬など）

マイバッグ

報道によって知
らされた内容を、
科学的、合理的
な思考によって
検討する。

身
の
回
り
の
商
品
を
買
う
と
き
に

、
本
当

に
必
要
な
も
の
か

、
ニ
ー

ズ
と
ウ
ォ
ン
ツ

に
分
け
る

、
な
ど
に
よ
り

、
よ
く
考
え

、

計
画
的
に
お
金
を
使
う
よ
う
に
す
る

。

食品表示
（JASﾏｰｸ、期限表示、
原産地表示、遺伝子組
み換え、トレーサビリ
ティ、アレルギー物質）

製品の安全を
確保するため
の取り組みや
法制度
（製造物責任）

信号機や道路標識に興味や関心を持ったり、
あらわしている意味を理解し、身の回りの商品
にも表示やマークがあることに気付く。

自転車や三輪車の安全な乗り方を理解する。「お買いものごっこ」などで、お金と物を交換する
約束事があることを理解する。 事故・危害にあった内容を周りの

大人に伝える。

欲しいものがあって保護者に買っても
らえなくても、我慢することを覚える。

ごみの出し方（分別）

節電・節水の生活習慣

契
約
・
取
引

、
消
費
者
の
権
利
と
責
任
の
理
解

憲法の基本的人権の一つとして
財産権が、モノに限定されるの
ではなく、アイドルの写真から
ディズニーに至るまで及ぶもの
であることを理解する。

携帯電話のトラブ
ルへの対応方法
（迷惑メールに返
信しない）

製品で正しい使用方法
に従わなければ、危険
性を誘発することを認
識する。

携帯電話のトラブル
への対応方法（迷
惑メール、プレゼン
トなどで個人情報を
収集される事例な
ど）

携帯電話の正しい使
い方（個人情報）
　個人情報を無意識
に外部に提供していな
いか確認。

リスクはできるだけ
抑えることが重要
であることを理解
する。

グリーンマーク、エコマーク

省エネ
ラベル

グリーンマーク、エコマーク

省エネラベル

情報通信機器の使
用料金の仕組みに
ついて理解する。

情報通信機器に
おける必要な
サービスの選択
（料金システム、
パケット、無料
ゲーム等）

悪質商
法の手
口、
騙される
心理

情報収集手段として、情報通信
機器の使い方を学ぶ。

通信産業の学習（ｲﾝ
ﾀｰﾈｯﾄ、携帯電話）

様々な情報収集手段（ｲﾝ
ﾀｰﾈｯﾄの利用を学ぶ）

消費者が情報機器を利用することが消費生活を豊
かにする意味を理解する。

商品の買い方の一つ
に、インターネットに
よる注文方法がある
ことを知る。

ものには、正しい使い方をする必要があること
に気付く。

フロンガスとオゾン層破壊
リターナブル容器・包装
材、再生材料を用いた
筆記具や衣料品の購
入・利用の理由を知
る。

３R（リサイクル、リユー
ス、リデュース）

ごみの分別収集

省エネルギー

地球規模の環境
保全

企業の社会的
責任

３R（リデュー
ス、リユース、リ
サイクル）

携帯電話の
基本的なマ
ナー
（チェーン
メールなど）

情報通信機器を用いて、
他人を傷つける行為を
行っていないか確認。
（掲示板で他人を中傷を
しない、風評被害を拡大
させない等）

知らない人に、自分や家族のことを話さない。 人の作品を大切に扱える。

食材を安全に食べる
ための調理方法（肉、
魚の調理法ど）

予算や目的に合った品質のよいも
のを選ぶ。

非常時の初動動作、助け
合いの大切さ

非
常
時
の
消
費
生
活
上
の
課
題
の
理
解

、

初
動
動
作

非常時
の消費
生活の
変化

わ
が
国
の
産
業
や
食
料
輸
入

、
情
報
化
社

会
の
仕
組
み
と

、
消
費
生
活
の
関
係
に
つ

い
て
理
解
す
る

。

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー

、
産
業

、
市
場
経
済
の

基
本
的
な
仕
組
み

、
貨
幣
の
役
割

、
企
業

や
行
政
の
役
割

、
少
子
高
齢
化

、
情
報

化

、
グ
ロ
ー

バ
ル
化

身の回りの商品の中
に、環境に配慮された
商品をみつける。

商品購
入時に、
環境に
配慮さ
れた商
品を選
択するこ
とができ
る。

大
規
模
災
害
の
備
え

（
食
料
等

）

大
規
模
災
害
に
備
え
た
備
蓄
等
の
対
応

食べ残しをしない。

家庭や給食を通して食べ物の
旬や地産地消に関心を持つ。

郷土料理・行事食に親しむ。

自分と家族の食生活のために自分でできること（朝
ごはんの習慣、弁当づくり等）を実行する。

地元の食材や旬の食べ物をとること
による環境保全上の利点等を理解す
る。

栄養のバランスがとれた食事を食
べ、その意義を理解する。

食事準備手
伝い（配膳
等）

地産地消

食料自給率

食事のマナー
（あいさつ・箸の使い方）

食事の際に偏食・むら食
いせず、よく噛んで残さ
ず食べる。

地
域
の
食

文
化

栄養バランスがとれ、摂取量が適度な食事のとり方

栽培・収
穫・調理を
通して食
べ物に触
れる。

商品選択時の情報
収集手段のひとつと
して、インターネット
が利用できることを
知る。



　　第３表 消費者教育の体系シート②　（成人期／高齢期）　　－ライフステージに応じた領域別学習内容―

衣

食

住

情
報
通
信

金
融

健
康

（
　
　

）

そ
の
他

（
　
　

）

備考：　本カリキュラムシートは、成人期、高齢期の方が、消費者教育を受けるとき全体像を見渡せるよう、分野ごとに学習項目を示したものです。 注：表中の四角の枠の色について

　　　　　学習領域のうち、『健康』 及び 『その他』については、対象とする商品・サービスの範囲が広い等のため、「薬」 及び 「旅行」に関する学習内容を例示として掲げ、破線の囲みで示しています。 　　　□（桃色）は高度情報通信社会の進展に関連する項目を示す。

参考資料：　『教員・講師のための消費者教育ティーチングガイド』（平成２０年３月発行、制作：財団法人消費者教育支援センター　／　著作：内閣府国民生活局）　 　　　□（黄緑色）は環境の保全に関連する項目を示す。

　　　□（オレンジ色）は知的財産権の保護に関連する項目を示す。

高
齢
期

成
　
　
　
　
　
人
　
　
　
　
　
期

①商品を大切に使用するとともに、廃棄段階におい
ては、環境に及ぼす影響を認識し、適切な対処がで
きる。持続可能な社会を目指し、消費生活にかかわ
る環境保全の取り組みに協力して取り組むことがで
きる。

②情報通信技術の社会的な役割を理解し、自他の
権利や利益に配慮して、適切に活用することができ
る。

③大震災など非常時において、社会的影響に配慮
した冷静な消費行動をとることができる。

消費基本行動　
　　消費者
　　教育の
　　体系化
　　の軸

　

ライフ
ステージ
・領域

①消費生活に関連する社会経済の動向や消費者問題につい
ての情報を収集するとともに、豊かな消費生活の実現及び消費
者被害の未然防止に向けて、行政や事業者に自らの意見の発
信等を行うことによって、自ら対応したり、協力して必要な取り
組みができる。

②家計に関係の深い市場経済などの動向について把握すると
ともに、自らの家計を適切に管理し、合理的な生活設計やお金
の使い方ができる。大震災など非常時に備えた準備や対応に、
平素から検討し、取り組むことができる。

③契約の意味・内容や契約上の権利と義務を理解し、契約を誠
実に履行できる。安心して契約･取引ができる社会を目指し、協
力して必要な取り組みができる。

環境及び社会的影響の理解

①商品による事故・危害にあったときに、消費者自ら
が被害の回復を図るよう適切な対処ができる。

②契約トラブルにあったときに、消費者自らが被害
の回復を図るよう適切な対処ができる。

安全確保 商品情報の理解 選択 被害救済

①商品の安全性に関する情報を確認し、生命・健康
への影響に配慮して、商品を選択・利用できる。安
全に暮らせる社会を目指し、消費者の安全を確保す
るために協力して取り組むことができる。

②個人情報を適切に管理し、自他の権利や利益に
配慮して情報通信を適切に活用できる。

①品質や価格、環境に関する表示・マーク、事業者から提
供される商品情報について理解し、購入・使用・廃棄の各
段階で活用できる。情報通信の利便性を広く日常生活の
中で理解し、商品情報の収集において情報通信を適切に
活用できる。

②知的財産権に配慮して、他人の創作物などを利用でき
る。

①商品・サービスの購入に当たっては、自己の必
要性を満たすために、適切に判断し、合理的な選
択ができる。

②商品の購入段階において、環境や社会への影
響を考慮することができる。

食の安全対策（ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ物質、輸入食品、ﾎﾟ
ｼﾞﾃｨﾌﾞﾘｽﾄ等）

                        　　   ●消費者教育の理念　：　主体的、社会的な消費行動がとれる「自立した消費者」をめざして
　　　目標①　自ら進んで必要な知識を習得し、必要な情報を収集する等、自らの消費生活を豊かにするため、自主的かつ合理的に行動できる消費者の育成
　　　目標②　消費行動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献できる消費者の育成

シックハウス症
候群、住宅の耐
震化、家具固定

電気製品などの表
示・マーク・取扱説明
書（安全マーク等）

健康被害の事例（ソフト
コンタクトレンズ、まつげ
エクステンション等）

知的財産権、
著作権保護

貯蓄、生命保険
（告知義務）、損
害保険、
ローン、クレジッ
トカード、リボ払
い、ｶｰﾄﾞ会費

問題商法の手口

・ｷｬｯﾁｾｰﾙｽ
・ｱﾎﾟｲﾝﾄｾｰﾙｽ
・ﾃﾞｰﾄ商法
・ﾏﾙﾁ商法
・ねずみ講
・ｻｲﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ商法
・資格商法
・点検商法
・催眠商法
・ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞ･ｵﾌﾟｼｮﾝ
・利殖商法

（貴金属の買取）
賃貸借契約、更新料、原状回復、
住宅ローン

インフォームド
コンセント

適
切
な
相
談
窓
口
へ
の
問
い
合
わ
せ

（
生
活
情
報
セ
ン
タ
ー

・
専
門
相
談
窓
口
・
警
察
　
等

）

衣類の表示・マーク
（繊維表示、洗濯方
法、サイズ表示）

IT関連マーク

預金保険制度、
債務整理

ごみの分別

ごみの減量化

マイバッグ

フェアトレード

グリーンコンシュー
マー

カーボンオフセット

携帯電話
のリサイ
クル（レア
メタル）

社会的影響を
考えた情報通
信機器の適切
な活用（風評
被害を拡大さ
せない等）

インターネットバ
ンキング

迷惑メール
架空請求
フィッシング詐欺
ワンクリック請求
出会い系サイト

特定継続的役務提供の
契約・　中途解約

食品表示（JASマーク、期限表示、
原産地表示、遺伝子組み換え、ﾄﾚｰ
ｻﾋﾞﾘﾃｨ、外食原産地）

高齢者福祉
専門相談窓口、
あんしんすこや
かセンター

金融商品、預金、生
命保険、火災保険、
自動車保険

ト
ラ
ブ
ル
へ
の
対
処
方
法

（
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度

、
消
費
者
契
約
法

、
特
定
商
取
引
法

、
少
額
訴
訟
制
度

）

成年後
見制度

ネ

ッ
ト
シ

ョ
ッ
ピ
ン
グ
 
・
 

ネ

ッ
ト
オ
ー

ク
シ

ョ
ン
に
お
け
る
商
品
情
報
の
読
み
方

通信料金課金ｼｽﾃﾑ（パケット料、
ｵﾝﾗｲﾝｹﾞｰﾑ、ｱﾌｨﾘｴｲﾄ、ﾄﾞﾛｯﾌﾟｼｯ
ﾋﾟﾝｸﾞ、ﾌﾗｯｼｭﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ）

電子マネー、
ポイントカード

介護サービスの
選択

高齢者に優し
い表示やパッ
ケージデザイ
ン

住宅の改修（バリアフ
リー化）

年金制度、
介護保険制
度、公的医
療制度

医療制度

商
品
知
識

クリーニングに
おける注意点

過量販売解
除権

省エネ商品
省エネ設備
（太陽光発電、太
陽熱温水器、燃
料電池）
家電リサイクル

高齢者が悪質商法
にかかりやすい心
理

ジェネリック薬品
の選択

過
量
販
売
解
除
権

住宅瑕
疵担保
責任保
険制度

振り込め詐欺

振り込め詐欺救済法

食品安全委員会

JAS規格

長期使用
製品安全
点検制度

地産地消の実践
（こうべ旬菜)

消
費
者
団
体
訴
訟
制
度

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

A
D
R

製品評価
技術基盤
機構

再生可能エ
ネルギー
、パークア
ンドライド、
カーシェアリ
ング

農林水産消費安全
技術センター

景
品
表
示
法
・
公
正
競
争
規
約

電子商取引

食料自給率から
考えた食生活の
見直し

消
費
者
の
権
利
・
責
任
の
理
解

、
　
契
約
の
基
礎
知
識

、
家
計
を
取
り
巻
く
市
場
経
済
や
社
会
構
造
の
理
解

ユニバーサル・
デザインに配慮
した商品

患者向医薬品
ガイド

製
造
物
責
任

（
P
L
法

）

約款

ATMの
使い方

携帯電話の
基本的な使
い方

フィルタリング

投資トラブル
（未公開株）、
クレジットカー
ドの現金化

旅行契約、解約、
決済方法

旅行中のトラブル防止
（急病、怪我、紛失・・・等）

旅行中のトラブル対応
（急病、紛失）

健康食品と医薬品の違い

健康食品による
健康被害

特別用途表示、保健機能食品制度
（特定保健用食品、栄養機能食品）

健康食品、サプリメ
ントの選び方

ネットによる
旅行予約

旅行先の危険
情報の把握

サービスの内容
と価格の比較

食材の安全な調理方法 食中
毒の
対応

食品
偽装

エネルギー高騰
製品事故発生状
況、事例 リコール情報

洗剤

消費者金融（改正貸金業法、利
息制限法）

薬の分類
（改正薬事法）

通
信
販
売
に
お
け
る
解
約
返
品
制
度 食品ロス 世界の食糧事情

不動産
物件
情報

目的に合った素材
の衣類の選択

賃貸住宅の選択ポ
イント（日当たりな
ど）

めやす賃料 リフォーム業者選択

リフォーム工事契約

品質･価格などの情
報比較に加え、五感
も活かしての食品選
択

情報商材トラ
ブル

決済代行業者
エスクローサービス

通信機器のGPS機能

条件付無料

ｸﾚｼﾞｯﾄ契約、
支払停止の抗弁

保険（適合性の原
則）

保険商品（販売方
法の多様化）、
無選択型保険

薬の副作用

個人輸入医薬品（ネット
販売）の安全性

食物依存性運動誘
発性アレルギー

医薬品副作用被害救
済制度

旅行

心身の状況に合った商品（ユニバーサ
ルデザイン等）の選択

特別補償制度

薬

介護保険制度

食品添加物の役割

消
費
者
の
意
見
発
信
に
よ
る
事
業
者
の
消
費
者
志
向
経
営
促
進

、
三
者

（
消
費
者
・
事
業
者
･
行
政

）
の
情
報
・
意
見
交
換

非
常
時
に
お
け
る
初
動
動
作

、
正
確
な
情
報
に
基
づ
く
冷
静
な
消
費
行
動
　

（
パ
ニ

ッ
ク
の
防
止

）

非常時
におけ
る正確
な情報
の収集

非常時における、
支援者及び緊急
連絡手段の確保
の検討

非常時におけ
る、健康保持策
の検討

日本の食文化

食と健康
（健康づくりに役立つ食生活
の実践、摂取カロリーの管
理等）

繊維の特性

指定外繊維

適切な廃棄方
法・リサイクル方
法、無理のない
エコライフ

非常時における、
心身の状況に応
じた消費生活の
確保策の検討 遺言書

非
常
時
の
た
め
の
食
料
・
日
用
品
の
備
蓄

、
そ
の
他
非
常
時
の
備
え

環境マーク

環境に配慮した商
品の選択

高齢者の食生活支援制度
の活用

約款

年金制度

信用情報
（クレジットカードや消
費者金融業者などでの
利用状況は信用情報
機関に情報収集され
る。）

薬のPTP包装シー
ト誤飲事故

ジェネリック薬
品の理解

量目の
表示

個人情報の流出
に注意した、情
報機器の安全な
活用家電製品など身の回り

の生活用品の正しい
使い方

ネットの社会的影響に配慮した情
報通信機器の適切な活用

情報通信機器の
契約で必要なサー
ビスの選択



　　　　第４表 家庭等で行う消費者教育のヒント　（家庭教育／高齢者見守り）　－生活の中で消費者教育を推進するコツ―

子供が
幼児期

子供が
児童期
（小学生）

子供が
少年期

（中学・高校
生）

高
齢
者
を
家
族
や
地
域
で

見
守
る
た
め
の
ヒ
ン
ト

高齢期

備　　　考：　保護者が子供のライフステージに応じて、また、家族や地域の人が高齢者に対して、日常生活の中で行える消費者教育の事例についてまとめたものである。 注：表中の四角の枠の色について
参考資料：　『教員・講師のための消費者教育ティーチングガイド』（平成２０年３月発行、制作：財団法人消費者教育支援センター　／　著作：内閣府国民生活局）　 　　　□（桃色）は高度情報通信社会の進展に関連する項目を示す。

　　　□（黄緑色）は環境の保全に関連する項目を示す。

　　　□（オレンジ色）は知的財産権の保護に関連する項目を示す。

環境及び社会的影響の理解

①商品による事故・危害にあったときに、消
費者自らが被害の回復を図るよう適切な対
処ができる。

②契約トラブルにあったときに、消費者自ら
が被害の回復を図るよう適切な対処ができ
る。

安全確保 商品情報の理解 選　　択 被害救済

①商品の安全性に関する情報を確認し、生
命・健康への影響に配慮して、商品を選択・
利用できる。安全に暮らせる社会を目指し、
消費者の安全を確保するために協力して取
り組むことができる。

②個人情報を適切に管理し、自他の権利や
利益に配慮して情報通信を適切に活用でき
る。

①品質や価格、環境に関する表示・マーク、
事業者から提供される商品情報について理
解し、購入・使用・廃棄の各段階で活用でき
る。情報通信の利便性を広く日常生活の中で
理解し、商品情報の収集において情報通信を
適切に活用できる。

②知的財産権に配慮して、他人の創作物など
を利用できる。

①商品・サービスの購入に当たっては、
自己の必要性を満たすために、適切に
判断し、合理的な選択ができる。

②商品の購入段階において、環境や社
会への影響を考慮することができる。

①商品を大切に使用するとともに、廃棄段階
においては、環境に及ぼす影響を認識し、適
切な対処ができる。持続可能な社会を目指
し、消費生活にかかわる環境保全の取り組
みに協力して取り組むことができる。

②情報通信技術の社会的な役割を理解し、
自他の権利や利益に配慮して、適切に活用
することができる。

③大震災など非常時において、社会的影響
に配慮した冷静な消費行動をとることができ
る。

消費基本行動　
　　　　消費者
　　　　教育の
　　　　体系化
　　　　の軸

　

ライフ
ステージ
・領域

①消費生活に関連する社会経済の動向や消費者問題について
の情報を収集するとともに、豊かな消費生活の実現及び消費者
被害の未然防止に向けて、行政や事業者に自らの意見の発信
等を行うことによって、自ら対応したり、協力して必要な取り組み
ができる。

②家計に関係の深い市場経済などの動向について把握するとと
もに、自らの家計を適切に管理し、合理的な生活設計やお金の
使い方ができる。大震災など非常時に備えた準備や対応に、平
素から検討し、取り組むことができる。

③契約の意味・内容や契約上の権利と義務を理解し、契約を誠
実に履行できる。安心して契約･取引ができる社会を目指し、協
力して必要な取り組みができる。

　
　
　
家
庭
で
保
護
者
が
子
供
に

　
　
　
消
費
者
教
育
を
実
施
す
る
ヒ
ン
ト

自転車に乗る際の危
険性を子供に伝え
る。

                            ●消費者教育の理念　：　主体的、社会的な消費行動がとれる「自立した消費者」をめざして
　　　目標①　自ら進んで必要な知識を習得し、必要な情報を収集する等、自らの消費生活を豊かにするため、自主的かつ合理的に行動できる消費者の育成
　　　目標②　消費行動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献できる消費者の育成

コンロや台所の用具
の危険性を子供に伝
え、適切な使用方法を
教える。

製品基準としてのJISマーク、JASマーク、SGマーク、
PSEマーク、環境配慮としてのグリーンマーク、エコ
マークが、いろいろな商品についていることに気がつ
く。
　マークがついている意味について理解する。（ノー
トは古紙配合率が高い、文具は再生材料を使用して
いる　等）

小遣いなどで日
用の商品を購入
するとき、品質、
機能、価格、アフ
ターサービス、環
境への配慮など
に考慮し、合理的
な選択ができるよ
うにする。

相談者や支援者の連
絡先を記載した見守り
マップを作成する。

消費生活に特化した形
での、情報機器の操作
を学ぶ。

使用手順や留意点に
関するチェックリストを
作成・活用する。

ネット上の情報の信憑性
は、別の情報源とのダブ
ルチェックを行うなどの工
夫が必要。

適切な意思疎通手段をと
れるようにする。（対話、
電話、電子メール、手紙）

誕生日やお年玉の買
い物や日々の食料品
の買い物の機会を通じ
てお金やものを買うと
きの約束について伝え
る。

１週間若しくは１ヶ月
のお小遣いの使い途
を列挙し、必要なもの
かどうかを吟味してみ
る。

欲しいものが増えるの
は、テレビの宣伝の影響
が大きいことを知る。
本当に必要なものか、ほ
しいだけなのか、「機会
費用」や「トレードオフ」を
考えながら、選択肢の長
所短所を吟味し、価値観
を方向付けていく。

高いリターンを得るた
めには、リスクも大き
くなる、ということを知
る。

商品選択において、家
族や周囲の支援者な
どに相談できる体制を
常に整えておく。

子供同士のトラブルに
対し、子供からその事
情をきく。

目的・手段、条件・結
果、原因・結果がわか
るように話を整理しな
がら聴く。

事故危害に応じた相
談窓口がどこかを把
握しておく。

商品やサービスを正しく
使わない場合の危険性
を子供に伝え、適切な
使用方法を教える。

契約のトラブルに対
し、家族や周囲の人々
の助言を得ながら、専
門機関へつないでいく
ルートを日常的に整え
ておく。

保護者自身が、ごみや
資源の分別、節水・節
電などの省資源に関心
を持ち、家庭全体で取り
組む。

地域の環境保全活動
（廃品回収、清掃活動
などの作業体験学習）
に参加する。

ノートや印刷物につい
ている、古紙パルプ配
合割合や蛍光増白剤
の使用について観察す
る。

一人ひとりが身につけ
てきた物を大切にしよ
うとするライフスタイル
を次世代へ伝えようと
する意欲を育む。
　子供や孫世代に伝承
するような機会をつく
る。

外で言ってほしくない
情報は、不用意に子
供の前で話さない。

携帯電話の所持に対
して、家庭でルール作
りをする。

フィルタリングを行う。

詐欺的行為や架空請
求について注意を促
す。

個人情報がプレゼント
などを呼び水として収
集されている実態を知
る。

ネットを通じて発信さ
れる消費者危害情報
について、見守りを行
う家族や周囲の人
が、理解しやすい形
で高齢者に情報提供
する仕組みを整える。

知的財産権の意識を育てるため、子供
の描いた絵をほめたり、他の子供の描い
た絵を尊重する。

信号の色や基本的な道路標識の意味を
子供に伝える。
商品にもマークがあることを気づく。

ホームヘルス機器など
身近な商品に付される
マークに注視する習慣
を身につける。

子供が怪我をした場
合、何で、誰と、どのよ
うに遊んでいるときに、
どうなったか、につい
て、子供の説明をきく。

摂取によるトラブル
は、緊急に対応する
必要がある。

省エネやごみの分別に
自ら取り組む。

幼稚園・保育所や児
童館などで実施してい
る「お買いものごっこ」
で、うまく遊んでいるか
を見守る。

高齢者の知恵を、知的
財産として形にして次
世代に引き継ぐ。

子供のほしい物が、保
護者が買えないと判断
したときに、その理由を
子供にきちんと教える。

買い物で子供がおやつ
をほしいといったとき、
個数や金額で制限をつ
けて、子供に選択させ
る。

お小遣い帳をつけさせ
る。

買い物に出かけ、購買
には代価が必要である
ことを教える。

知的財産権が、アイド
ルの写真からディズ
ニーまで及ぶものであ
ることを認識させる。

家庭のパソコンで手ほ
どきしながら適切な使
用を教える。

買い物をしたときに、
日用の商品の購入も
契約が成立しているこ
とを教える。

悪質商法の手口を具
体的に理解する。
（ロールプレイによる疑
似体験、ビデオの視
聴）

趣味などの話題から知
的財産権について意識
を持ってもらう。

アナログ情報の中から
必要な消費者情報を入
手・活用する方法を学
ぶ。

インターネットや企業見
学等により、企業の環
境問題への取り組みを
学ぶ。

個人情報を外部に出し
ていないか、著作権に
違反するコピーを行って
いないか、自らチェック
する。

情報通信機器を用いると
き、匿名であることに依拠
して、他人を傷つけること
をしていないか、また、風
評被害を拡大していない
か、自らチェックする。

事前に危険性を知るた
めの手段として、マーク
の使い方を身につけ
る。

子供が欲しい商品が
あるとき、その理由に
ついて話をきく。

子供が一人で購入し
てきた商品について、
確認する。

子供が所有している現
金を把握する。

習い事などのサービス
に掛かる経費につい
て、話をする。

スーパーなどで商品を
選択するときに、未購
入の商品については
丁寧に扱う必要がある
ことを教える。
（購入したものと未購
入のものとを区別でき
るようにする）

約束事や、期日を守る
ことを教える。

クレジットカードで買い
物をしたときに、クレ
ジットの仕組みについ
て話をする。

子供の欲しいものを購入
するとき、親子で、パンフ
レットやインターネットで
情報を集める。

子供の欲しい商品
を購入するとき、親
子で話し合いなが
ら、品質などを比較
して選択する。

震災の経験などを踏ま
え、非常時における生
活の変化や初動動作、
心構えについて子ども
に伝える。

非常時における初動動
作や、家族内での役割
分担について子どもと
話し合う。

非常時における初動
動作の確認や、緊急
連絡先の掲示等、非
常時に冷静な行動が
取れるような準備をし
ておく。

非常時における初動動
作や、家族内での役割
分担、地域での助け合
いにについて子どもと話
し合う。

契約をする際に、内容
の分からないものにつ
いての契約はしないと
いった態度をとるように
する。
　契約について信用で
きる身近な人の協力が
得られるよう、相談体
制を整える。

高齢者に頻繁に発生し
ている消費者問題につ
いて、高齢者に直接口
頭で丁寧に伝え、注意
を促す。

日常生活から見て過
量な生活物資を、事
業者から購入させられ
ていないか、チェック
する。

年金等の家計収入と家
計支出の現状を把握
するような習慣をつけ
る。

高齢者の心身の状況
に応じて、高齢者の生
活を守る制度として「成
年後見制度」などの制
度があることを伝える。

高齢者本人が気付き
にくい消費者被害の実
態を理解し、普段の会
話から、被害の発生を
感じたときには適切な
相談窓口に相談する。

普段の生活に必要以
上に過剰な生活物資
がある場合は、購入方
法などを確認し、必要
に応じて適切な相談窓
口等に連絡をする。

ダイレクトメールや請求
書により、金銭の借り
入れ等が確認できた
り、お金に困った様子
があるときは、適切な
相談窓口等に連絡す
る。

電気製品について無理な使
い方をしているときは、正し
い使い方を説明する。
また、長期に使用している場
合は、必要に応じて、使用の
中止を勧める。

規則正しい食習慣を
身につける。

早寝･早起き・朝ごはん
の習慣を身につける。

自らの健康に役立つ食習慣を、自ら実行で
きる方法を一緒に考える。

食べ残しをしない習慣
を身につける。

国際的な食料事情を考
えながら家庭での食生
活の見直しを話し合う。

食料生産の現状等を話
しながら、食べ物や生
産者への感謝の気持ち
を育み、「もったいない」
の感覚を身につける。

行事食の意義
について話す。

食生活の乱れ（献立の
偏り等）がみられたとき
の食生活改善への支
援。

（地域で実施している
給食会や健康講座へ
の勧誘、食事宅配活用
の提案など）

手作りのよさや家庭の
味・郷土料理・行事食
を子供に伝える。

食生活の一部としておやつの選
び方や食べ方を教える。

子供に携帯電話を持た
せるときにマナーについ
て話し合う。
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